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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）ゼラニウム、クラリーセージ、プチグレン、ユーカリ、イランイラン、ラベンダ
ー、グレープフルーツ、紅茶、スターフルーツ、ジオウ、ハマメリス及び藍から選ばれる
１種類以上の植物抽出物と、（Ｂ）ピロクトンオラミン、塩化ベンザルコニウム、イソプ
ロピルメチルフェノール及びトリクロサンから選ばれる１種以上の殺菌剤と、（Ｃ）塩化
ステアリルトリメチルアンモニウム、ステアリン酸ジメチルアミノプロピルアミド及びス
テアリン酸ジエチルアミノエチルアミドから選ばれる１種以上のカチオン性界面活性剤と
を含有してなり、（Ａ）／（Ｂ）が質量比で０．０２～５０であることを特徴とする化粧
料組成物。
【請求項２】
　（Ａ）ゼラニウム、クラリーセージ、プチグレン、ユーカリ、イランイラン、ラベンダ
ー、グレープフルーツ、紅茶、スターフルーツ、ジオウ、ハマメリス及び藍から選ばれる
１種類以上の植物抽出物と、（Ｂ）ピロクトンオラミン、塩化ベンザルコニウム、イソプ
ロピルメチルフェノール及びトリクロサンから選ばれる１種以上の殺菌剤と、（Ｃ）塩化
ステアリルトリメチルアンモニウム、ステアリン酸ジメチルアミノプロピルアミド及びス
テアリン酸ジエチルアミノエチルアミドから選ばれる１種以上のカチオン性界面活性剤と
を含有してなり、（Ａ）／（Ｂ）が質量比で０．０２～５０であることを特徴とする化粧
料組成物（但し、下記カチオン性増粘剤を含有する化粧料組成物を除く）。
式（１）：
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【化１】

（式中、ｎは１～６の整数を示す）
で表されるモノマー（Ａ）１～８０重量％、式（ＩＩ）：
【化２】

（式中、Ｒ1は水素原子又はメチル基、Ｒ2は炭素数１～４のアルケニル基、Ｒ3及びＲ4は
それぞれ独立して炭素数１～４のアルキル基、Ｘは酸素原子又は－ＮＨ－基を示す）
で表されるモノマー（Ｂ）１５～８５重量％、式（ＩＩＩ）：

【化３】

（式中、Ｒ1及びＸは前記と同じ。Ｒ5は有機の基を示す）
で表されるモノマー（Ｃ）１～６０重量％、及び分子内に少なくとも２つの重合性不飽和
二重結合を有する架橋性モノマー（Ｄ）０．０１～２０重量％を含有するモノマー組成物
を共重合させて得られるカチオン性増粘剤。
【請求項３】
　（Ｃ）成分が、ステアリン酸ジメチルアミノプロピルアミド及びステアリン酸ジエチル
アミノエチルアミドから選ばれる１種以上のカチオン性界面活性剤である請求項１又は２
記載の化粧料組成物。
【請求項４】
　（Ａ）成分が、ゼラニウム、クラリーセージ、プチグレン及びユーカリから選ばれる１
種類以上の植物抽出物である請求項１～３のいずれか１項記載の化粧料組成物。
【請求項５】
　（Ａ）成分が、（Ａ－１）ゼラニウム、イランイラン及びユーカリの抽出物から選ばれ
る成分と、（Ａ－２）プチグレン、クラリーセージ、グレープフルーツ、ラベンダー、紅
茶、スターフルーツ、藍、ジオウ及びハマメリスの抽出物から選ばれる成分との併用であ
る請求項１～３のいずれか１項記載の化粧料組成物。
【請求項６】
　（Ａ）成分として（Ａ－１）ゼラニウム抽出物と（Ａ－２）クラリーセージ抽出物とを
併用した請求項５記載の化粧料組成物。
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【請求項７】
　（Ａ－１）成分と（Ａ－２）成分との質量比（Ａ－１）／（Ａ－２）が、０．２～５で
ある請求項５又は６記載の化粧料組成物。
【請求項８】
　（Ａ）成分の総配合量が０．００１～１質量％、（Ｂ）成分の配合量が０．０１～１質
量％、（Ｃ）成分の配合量が０．１～７質量％である請求項１～７のいずれか１項記載の
化粧料組成物。
【請求項９】
　シャンプー、リンス、トリートメント、ヘアクリーム、ヘアジェル、ヘアフォーム、ヘ
アウォーター、ヘアワックス、トニック又はボディーソープである請求項１～８のいずれ
か１項記載の化粧料組成物。
【請求項１０】
　エアゾール型スプレートニック又はデオドラント剤である請求項１～８のいずれか１項
記載の化粧料組成物。
【請求項１１】
　頭皮臭又は体臭抑制用である請求項１～１０のいずれか１項記載の化粧料組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、頭皮臭等の不快臭を効果的に抑制することができ、頭皮又は毛髪用等として
好適な化粧料組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　頭皮又は毛髪に発生した汗臭などの不快臭は、皮脂の常在菌による分解や酵素代謝によ
って得られる酢酸や酪酸などの低級脂肪酸が主であり、従来、ヘアコロンやスタイリング
剤等を使用して、その香料によってマスキングするといった方法が一般的であった。しか
し、使用したヘアコロンやスタイリング剤と不快臭が混じり合って、十分に不快臭を解消
できなかったり、不快臭を感じさせないような強い匂いのコロン等を使用した場合には、
逆に他人に不快な香りとして受け取られるといった問題があった。
【０００３】
　そこで、不快臭発生の原因となる常在菌を減らすことを目的として、トリクロサンなど
の殺菌剤を使用する方法も提案されているが、殺菌効果を高める目的で添加量が多くなり
、皮膚刺激性やアレルギーの発生など、ヒト皮膚に有害作用を及ぼす可能性があった。
【０００４】
　一方、植物抽出物の中には優れた抗菌作用を有するものがあり、安全性の点ではクリア
するものの、ある特定の菌のみにしか効果が得られなかったり、また、汗等で簡単に洗い
流されてしまうなど、頭皮臭を抑制する効果が低かった。
　なお、本発明に関連する従来技術として、下記特許文献１～４、非特許文献１が挙げら
れる。
【０００５】
　毛髪に付着したタバコ臭や調理臭、頭部の汗臭等の不快な臭いの消臭に特定の有機二塩
基酸又はその塩が有効であることが特許文献１（特開２００１－３４８３１３号公報）に
提案され、特定のアミドベタインが有効であることが特許文献２（特開２００２－１７９
５４３号公報）に提案されている。しかし、これらの技術は、発生した汗臭や頭髪に付着
したタバコ臭を消臭する技術であり、本発明の効果である頭皮臭を抑制する技術とは異な
り、頭皮臭の不快臭の発生を抑制することは十分でなかった。
　また、特定の香気成分からなる体臭抑制剤及びそれを含有する化粧料が、頭髪臭等の体
臭発生の抑制に有効であることが特許文献３（特開平９－１９４３３９号公報）に提案さ
れている。しかし、この技術は体臭の原因となるエステル類の加水分解を抑制し有利脂肪
酸の発生を抑制する技術であり、この製剤では体臭抑制効果が持続し難く、体臭抑制効果



(4) JP 5678523 B2 2015.3.4

10

20

30

40

50

が不十分であるという課題があった。
【０００６】
　また、頭皮臭等のマスキング及び消臭については、特許文献４（特開２００２－２０２
４０号公報）に特定のベタインエステルが有効であることが提案されているが、頭皮臭等
の不快臭を抑制することは不十分であった。基剤臭をマスキングすることについては、非
特許文献１（「化粧品原料臭のマスキング研究」日本化粧品技術者協会誌、Ｖｏｌ．２９
、Ｎｏ．１、１９９５年）に香料として精油や植物エキスが提案されているが、本発明の
頭皮臭等の不快臭を抑制することは不十分であった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００１－３４８３１３号公報
【特許文献２】特開２００２－１７９５４３号公報
【特許文献３】特開平９－１９４３３９号公報
【特許文献４】特開２００２－２０２４０号公報
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】「化粧品原料臭のマスキング研究」日本化粧品技術者協会誌、Ｖｏｌ．
２９、Ｎｏ．１、１９９５年、石戸谷豊昌、山本博美著、日本化粧品技術者会発行、第２
６頁
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、上記事情に鑑みなされたもので、頭皮臭等の不快臭の優れた抑制効果及びそ
の持続性を確保し、かつ良好な使用感を有する化粧料組成物を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者らは、上記目的を達成するため鋭意検討を行った結果、（Ａ）ゼラニウム、ク
ラリーセージ、プチグレン、ユーカリ、イランイラン、ラベンダー、グレープフルーツ、
紅茶、スターフルーツ、ジオウ、ハマメリス、藍から選ばれる１種類以上の植物抽出物と
、（Ｂ）殺菌剤、及び（Ｃ）カチオン性界面活性剤を配合し、かつ（Ａ）／（Ｂ）が質量
比で０．０２～５０である化粧料組成物が、頭皮臭等の不快臭の抑制効果及びその持続性
に優れ、かつ良好な使用感を有することを知見した。
【００１１】
　本発明者らは、上記（Ａ）成分の特定の植物抽出物に、頭皮や毛髪等の不快臭の原因と
なる常在菌、例えば嫌気性菌プロピオニバクテリウム　アクネ等の増殖を抑え殺菌成分と
して作用したり、常在菌における皮脂の代謝を阻害して不快臭、特に低級脂肪酸に由来す
る不快臭の発生を有効に抑制する効果があり、かかる（Ａ）成分に（Ｂ）殺菌剤と（Ｃ）
カチオン性界面活性剤を併用し適切に配合することで、これら成分が相乗的に作用し、（
Ａ）成分に由来する不快臭抑制効果が高まり、基剤臭が発現することなく優れた不快臭抑
制効果及びその持続性が確保できる製剤が得られることを見出し、本発明をなすに至った
ものである。
【００１２】
　従って、本発明は下記の化粧料組成物を提供する。
請求項１：
　（Ａ）ゼラニウム、クラリーセージ、プチグレン、ユーカリ、イランイラン、ラベンダ
ー、グレープフルーツ、紅茶、スターフルーツ、ジオウ、ハマメリス及び藍から選ばれる
１種類以上の植物抽出物と、（Ｂ）ピロクトンオラミン、塩化ベンザルコニウム、イソプ
ロピルメチルフェノール及びトリクロサンから選ばれる１種以上の殺菌剤と、（Ｃ）塩化
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ステアリルトリメチルアンモニウム、ステアリン酸ジメチルアミノプロピルアミド及びス
テアリン酸ジエチルアミノエチルアミドから選ばれる１種以上のカチオン性界面活性剤と
を含有してなり、（Ａ）／（Ｂ）が質量比で０．０２～５０であることを特徴とする化粧
料組成物。
請求項２：
　（Ａ）ゼラニウム、クラリーセージ、プチグレン、ユーカリ、イランイラン、ラベンダ
ー、グレープフルーツ、紅茶、スターフルーツ、ジオウ、ハマメリス及び藍から選ばれる
１種類以上の植物抽出物と、（Ｂ）ピロクトンオラミン、塩化ベンザルコニウム、イソプ
ロピルメチルフェノール及びトリクロサンから選ばれる１種以上の殺菌剤と、（Ｃ）塩化
ステアリルトリメチルアンモニウム、ステアリン酸ジメチルアミノプロピルアミド及びス
テアリン酸ジエチルアミノエチルアミドから選ばれる１種以上のカチオン性界面活性剤と
を含有してなり、（Ａ）／（Ｂ）が質量比で０．０２～５０であることを特徴とする化粧
料組成物（但し、下記カチオン性増粘剤を含有する化粧料組成物を除く）。
式（１）：

【化１】

（式中、ｎは１～６の整数を示す）
で表されるモノマー（Ａ）１～８０重量％、式（ＩＩ）：
【化２】

（式中、Ｒ1は水素原子又はメチル基、Ｒ2は炭素数１～４のアルケニル基、Ｒ3及びＲ4は
それぞれ独立して炭素数１～４のアルキル基、Ｘは酸素原子又は－ＮＨ－基を示す）
で表されるモノマー（Ｂ）１５～８５重量％、式（ＩＩＩ）：

【化３】

（式中、Ｒ1及びＸは前記と同じ。Ｒ5は有機の基を示す）
で表されるモノマー（Ｃ）１～６０重量％、及び分子内に少なくとも２つの重合性不飽和
二重結合を有する架橋性モノマー（Ｄ）０．０１～２０重量％を含有するモノマー組成物
を共重合させて得られるカチオン性増粘剤。
請求項３：
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　（Ｃ）成分が、ステアリン酸ジメチルアミノプロピルアミド及びステアリン酸ジエチル
アミノエチルアミドから選ばれる１種以上のカチオン性界面活性剤である請求項１又は２
記載の化粧料組成物。
請求項４：
　（Ａ）成分が、ゼラニウム、クラリーセージ、プチグレン及びユーカリから選ばれる１
種類以上の植物抽出物である請求項１～３のいずれか１項記載の化粧料組成物。
請求項５：
　（Ａ）成分が、（Ａ－１）ゼラニウム、イランイラン及びユーカリの抽出物から選ばれ
る成分と、（Ａ－２）プチグレン、クラリーセージ、グレープフルーツ、ラベンダー、紅
茶、スターフルーツ、藍、ジオウ及びハマメリスの抽出物から選ばれる成分との併用であ
る請求項１～３のいずれか１項記載の化粧料組成物。
請求項６：
　（Ａ）成分として（Ａ－１）ゼラニウム抽出物と（Ａ－２）クラリーセージ抽出物とを
併用した請求項５記載の化粧料組成物。
請求項７：
　（Ａ－１）成分と（Ａ－２）成分との質量比（Ａ－１）／（Ａ－２）が、０．２～５で
ある請求項５又は６記載の化粧料組成物。
請求項８：
　（Ａ）成分の総配合量が０．００１～１質量％、（Ｂ）成分の配合量が０．０１～１質
量％、（Ｃ）成分の配合量が０．１～７質量％である請求項１～７のいずれか１項記載の
化粧料組成物。
請求項９：
　シャンプー、リンス、トリートメント、ヘアクリーム、ヘアジェル、ヘアフォーム、ヘ
アウォーター、ヘアワックス、トニック又はボディーソープである請求項１～８のいずれ
か１項記載の化粧料組成物。
請求項１０：
　エアゾール型スプレートニック又はデオドラント剤である請求項１～８のいずれか１項
記載の化粧料組成物。
請求項１１：
　頭皮臭又は体臭抑制用である請求項１～１０のいずれか１項記載の化粧料組成物。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、頭皮臭や体臭等の不快臭の抑制効果及びその持続性に優れ、かつ良好
な使用感を有する化粧料組成物が得られ、この化粧料組成物は頭皮又は毛髪用、皮膚用と
して好適である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明につき更に詳細に説明する。本発明の化粧料組成物は、（Ａ）ゼラニウム
、クラリーセージ、プチグレン、ユーカリ、イランイラン、ラベンダー、グレープフルー
ツ、紅茶、スターフルーツ、ジオウ、ハマメリス、藍から選ばれる１種類以上の植物抽出
物、（Ｂ）殺菌剤、及び（Ｃ）カチオン性界面活性剤を含有する。
【００１５】
　（Ａ）成分は不快臭抑制剤として配合されるもので、ゼラニウム、クラリーセージ、プ
チグレン、ユーカリ、イランイラン、ラベンダー、グレープフルーツ、紅茶、スターフル
ーツ、ジオウ、ハマメリス、藍から選ばれる１種類以上の植物抽出物であり、中でもゼラ
ニウム、クラリーセージ、プチグレン、ユーカリから選ばれる植物抽出物が頭皮臭抑制と
その持続性の点、及び基剤臭を抑える点から特に好ましい。
　特に、ゼラニウム、クラリーセージ、プチグレン、ユーカリ、イランイラン、ラベンダ
ー、グレープフルーツから選ばれる植物の抽出物としては、水蒸気蒸留から得られる、こ
れら植物由来の精油が好適である。紅茶、スターフルーツ、ジオウ、ハマメリス、藍から
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選ばれる植物の抽出物としては、溶媒抽出物、特に低級アルコール及び／又は水、とりわ
け水、水と低級アルコールとによる溶媒抽出物が最も好適であり、安定化のために１，３
－ブチレングリコールやプロピレングリコールが混合される場合がある。
　これら植物抽出物の中では、ゼラニウム抽出物、クラリーセージ抽出物が好適である。
　なお、（Ａ－１）ゼラニウム、イランイラン、及びユーカリの抽出物は特に頭皮、毛髪
、皮膚等の常在菌の殺菌効果により、また、（Ａ－２）プチグレン、クラリーセージ、グ
レープフルーツ、ラベンダー、紅茶、スターフルーツ、藍、ジオウ、及びハマメリスの抽
出物は特に常在菌による皮脂の代謝を阻害することにより、ニオイ抑制効果が発現するも
のと推測される。
【００１６】
　ゼラニウム、クラリーセージ、プチグレン、ユーカリ、イランイラン、ラベンダー、グ
レープフルーツの抽出物としては、植物由来の天然精油が好適である。その抽出方法とし
ては、花、茎、葉等の植物原料を水蒸気蒸留する製法が一般的であるが、他にも、圧搾法
、油脂吸着法、有機溶剤抽出法などの抽出法がある。本発明ではいずれの方法を採用して
もよく、抽出条件も通常の条件でよいが、中でも水蒸気蒸留による抽出物が好適に使用で
きる。具体例は下記の通りである。
　なお、植物原料としては、例えば下記のものを好適に使用できる。
ゼラニウム：ゼラニウム（ニオイテンジクアオイ）の葉
クラリーセージ：オニサルビアの花・葉
プチグレン：ビターオレンジの葉
ユーカリ：ユーカリの枝葉
イランイラン：イランイランの花・蕾
ラベンダー：ラバンデュラ・オフィシナリスの草花
グレープフルーツ：グレープフルーツの果実
【００１７】
ゼラニウムオイル：
　ゼラニウムから得られる精油は、フウロソウ科に属する植物ゼラニウムの全草を水蒸気
蒸留して得られる。内容成分はＣｉｔｒｏｎｅｌｌｏｌ，ｇｅｒａｎｉｏｌ，Ｌｉｎａｌ
ｏｏｌ、Ｍｅｎｔｈｏｎｅ等である。具体的に、市販品ではＧｅｒａｎｉｕｍ　Ｅｇｙｐ
ｔｉａｎ　Ｏｉｌ（香栄興業社製）、Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｇｅｒａｎｉｕｍ　Ｏｉｌ（小林
香料社製）等が挙げられる。
【００１８】
クラリーセージオイル：
　クラリーセージオイルから得られる精油は、シソ科に属するクラリーセージの開花時の
先端部分を水蒸気蒸留して得られる。内容成分はＬｉｎａｌｏｏｌ，Ｌｉｎａｌｙｌ　ａ
ｃｅｔａｔｅ，ｓｃｌａｒｅｏｌ等である。具体的に、市販品ではＣｌａｒｙ　Ｓａｇｅ
　Ｏｉｌ（香栄興業社製）、Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｌａｒｙ　Ｓａｇｅ　Ｏｉｌ（小林香料
社製）等が挙げられる。
【００１９】
プチグレンオイル：
　プチグレンから得られる精油は、ビターオレンジの木の葉と小枝を水蒸気蒸留して得ら
れる。内容成分はＬｉｎａｌｙｌ　ａｃｅｔａｔｅ，ｌｉｎａｌｏｏｌ，ｇｅｒａｎｙｌ
　ａｃｅｔａｔｅ等である。具体的に、市販品ではＯｒｇａｎｉｃ　Ｐｅｔｉｔｇｒａｉ
ｎ　Ｏｉｌ（小林香料社製）等が挙げられる。
【００２０】
ユーカリオイル：
　ユーカリから得られる精油は、フトモモ科に属する植物ユーカリの枝葉を水蒸気蒸留し
て得られる。内容成分は１，８－ｃｉｎｅｏｌｅ，ａ－ｐｉｎｅｎｅ，ｇｌｏｂｕｌｏｌ
である。具体的に、市販品ではＥｕｃａｒｙｐｔｕｓ　Ｇｌｏｂｕｌｕｓ　Ｏｉｌ（小林
香料社製）等が挙げられる。
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【００２１】
イランイランオイル：
　イランイランから得られる精油は、イランイランの花を水蒸気蒸留して得られる。内容
成分は、ゲルマクレンＤ、リナロール、γガジネン、酢酸ベンジル等である。具体的に、
市販品ではＯｒｇａｎｉｃ　Ｙｌａｎｇ　Ｙｌａｎｇ　Ｏｉｌ（小林香料社製）等が挙げ
られる。
グレープフルーツオイル：
　グレープフルーツから得られる精油、水蒸気蒸留して得られる。具体的には、市販のグ
レープフルーツオイル（小林香料社製）等が挙げられる。
【００２２】
ラベンダーオイル：
　ラベンダーから得られる精油は、シソ科の小灌木、ラバンデュラ・オフィシナリス（Ｌ
ａｖａｎｄｕｌａ　ｏｆｆｉｃｉｎａｌｉｓ）の草花を水蒸気蒸留して得られる。主成分
はＬｉｎａｌｙｌ　ａｃｅｔａｔｅ、ｌｉｎａｌｏｏｌ、ｂｏｒｎｅｏｌ、３－ｏｃｔａ
ｎｏｎｅ等である。
【００２３】
　紅茶、スターフルーツ、ジオウ、ハマメリス、藍の抽出物としては、植物の溶媒抽出物
が好適である。この場合、植物原料を粉砕し粉状にするなどして使用でき、溶媒としては
、例えば水、エタノール、メタノール、プロピレングリコール、１，３－ブチレングリコ
ール等の極性溶媒を使用でき、好ましい溶媒は、水、炭素数１～４の低級１価アルコール
や多価アルコールである。
　具体的には、紅茶抽出液ＬＡ－Ｊ（丸善製薬社製）（エキス２．２５質量％，エタノー
ル２４．４質量％，水７３．３１質量％含有）、スターフルーツ葉抽出液　ＢＧ３０（丸
善製薬社製）（エキス１．００質量％，ブチレングリコール２９．７０質量％，水６９．
３０質量％含有）、藍ルーロス（林原社製）（エキス１．０質量％，１，３－ブチレング
リコール３０質量％、水６９質量％含有）、ファルコレックス　ジオウ（一丸ファルコス
社製）（エキス７．７３質量％、エタノール４２．０３質量％、水５０．２４質量％含有
）、ファルコレックス　ハマメリス（一丸ファルコス社製）（エキス１．０質量％、ブチ
レングリコール４９．５質量％、水４９．５質量％含有）などが挙げられる。
【００２４】
　なお、（Ａ）成分は、１種単独で又は２種以上を適宜組み合わせて用いることができ、
特に、頭皮臭又は体臭の抑制効果の持続性の点から、上記（Ａ－１）から選ばれる植物抽
出物、特に（Ａ’－１）ゼラニウム抽出物と、上記（Ａ－２）から選ばれる植物抽出物、
特に（Ａ’－２）クラリーセージ抽出物を併用することが好ましい。その質量比は、（Ａ
－１）／（Ａ－２）が０．２～５、特に１～４が好適である。（Ａ－１）及び（Ａ－２）
を併用すると、（Ａ－１）が常在菌の分解を抑制して殺菌し、（Ａ－２）が酵素代謝を抑
制して常在菌による皮脂の代謝を阻害することによって、相乗的に皮脂由来の低級脂肪酸
が産生し難くなり、その頭皮臭又は体臭がより有効に抑制されるものと推測される。
【００２５】
　（Ａ）成分の植物抽出物の総配合量は、純分換算で組成全体の０．００１～１％（質量
％、以下同様。）、特に０．０１～１．０％、とりわけ０．０１～０．５％が好適である
。０．００１％未満の場合は、頭皮臭等の不快臭抑制効果又はその持続性が不十分になる
場合があり、１％を超えると、植物抽出物そのもののにおいが強くなり使用感に劣る場合
がある。
【００２６】
　（Ｂ）成分の殺菌剤は、不快臭発生の原因となる常在菌を死滅させる目的で配合される
ものであり、（Ｃ）成分以外の抗菌スペクトルの広い殺菌剤が好ましく、例えばピロクト
ンオラミン、塩化ベンザルコニウム、イソプロピルメチルフェノール、トリクロサン等が
挙げられ、特にピロクトンオラミン、塩化ベンザルコニウム、イソプロピルメチルフェノ
ールから選ばれる１種類以上の殺菌剤が、頭皮臭又は体臭の不快臭抑制効果の持続性の点
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から、より好ましい。
【００２７】
　殺菌剤の配合量は、組成全体の０．０１～１％、特に、頭皮臭又は体臭の抑制効果及び
その持続性の点から０．０１～０．１％が好ましい。０．０１％未満では、十分な不快臭
抑制効果及びその持続性が得られず、１％を超えると、そのものの基剤臭が生じて皮膚又
は粘膜刺激性が生じる場合がある。
【００２８】
　（Ａ）成分と（Ｂ）成分の質量比（Ａ）／（Ｂ）は０．０２～５０であり、特に０．１
～１０であることが、頭皮臭又は体臭の抑制効果とその持続性を高める点でより好ましい
。（Ａ）／（Ｂ）が０．０２未満では、皮膚刺激性やアレルギーの発生など、ヒト皮膚に
有害作用を及ぼす可能性があり、５０を超えると頭皮臭又は体臭抑制効果の持続性が劣る
。
【００２９】
　（Ｃ）成分のカチオン性界面活性剤は、不快臭抑制効果の持続性向上成分であり、（Ａ
）成分の吸着効果を高め不快臭抑制効果の持続性を高めるものと推測される。カチオン性
界面活性剤としては、第４級アンモニウム塩、アミドアミン化合物が挙げられる。
　第４級アンモニウム塩としては、モノ長鎖アルキル四級アンモニウム塩が好ましく、具
体的には、塩化セチルトリメチルアンモニウム、塩化ステアリルトリメチルアンモニウム
、塩化アラキルトリメチルアンモニウム、塩化ベヘニルトリメチルアンモニウム等が挙げ
られ、特に塩化ステアリルトリメチルアンモニウムが好ましい。
【００３０】
　アミドアミン化合物としては、ステアリン酸ジエチルアミノエチルアミド、ステアリン
酸ジメチルアミノエチルアミド、パルミチン酸ジエチルアミノエチルアミド、パルミチン
酸ジメチルアミノエチルアミド、ミリスチン酸ジエチルアミノエチルアミド、ミリスチン
酸ジメチルアミノエチルアミド、ベヘニン酸ジエチルアミノエチルアミド、ベヘニン酸ジ
メチルアミノエチルアミド、ステアリン酸ジエチルアミノプロピルアミド、ステアリン酸
ジメチルアミノプロピルアミド、パルミチン酸ジエチルアミノプロピルアミド、パルミチ
ン酸ジメチルアミノプロピルアミド、ミリスチン酸ジエチルアミノプロピルアミド、ミリ
スチン酸ジメチルアミノプロピルアミド、ベヘニン酸ジエチルアミノプロピルアミド、ベ
ヘニン酸ジメチルアミノプロピルアミド等が挙げられる。中でも、ステアリン酸ジメチル
アミノプロピルアミド、ステアリン酸ジエチルアミノエチルアミドが好ましい。
【００３１】
　これらカチオン性界面活性剤は１種又は２種以上使用できるが、中でも、頭皮臭又は体
臭抑制効果の持続性の点から、塩化ステアリルトリメチルアンモニウム、ステアリン酸ジ
メチルアミノプロピルアミド、ステアリン酸ジエチルアミノエチルアミドから選ばれるも
のが好適である。とりわけステアリン酸ジメチルアミノプロピルアミドが不快臭抑制効果
の持続性の点から最も好適である。
【００３２】
　（Ｃ）成分の配合量は、組成全体の０．１～７％、特に０．１～５％が頭皮臭又は体臭
抑制効果の持続性の点から好ましく、より好ましくは０．３～３％である。０．１％未満
では植物抽出物の吸着が不十分になり、頭皮臭又は体臭抑制効果の持続性に劣ることがあ
る。一方、７％を超えると毛髪にべたつきを生じたり、基剤臭が生じるなど、使用性が劣
る場合がある。
【００３３】
　本発明の化粧料組成物には、前記（Ａ）～（Ｃ）の各成分以外にも、本発明の効果を損
なわない範囲で、その他の公知成分を任意で配合することができる。
　任意成分としては、化粧料組成物に通常用いられているものの中から適宜選択すること
ができ、例えば、（Ｃ）成分以外の界面活性剤として例えばポリオキシエチレンアルキル
エーテル硫酸塩等のアニオン界面活性剤、アミンオキシド、ポリオキシエチレンアルキル
エーテル等のノニオン界面活性剤、両性界面活性剤、油分、シリコーン類、低級又は高級
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アルコール等のアルコール類、ラノリン誘導体、蛋白誘導体、アクリル樹脂分散液、カチ
オン性ポリマー、アニオン性ポリマー、ノニオン性ポリマー、ビタミン等の薬剤、清涼剤
、防腐剤、ｐＨ調整剤、酸化防止剤、金属封鎖剤、紫外線吸収剤、（Ａ）成分以外の動植
物抽出物又はその誘導体、色素、（Ａ）成分以外の香料、顔料、無機粉体、粘土鉱物、ナ
イロン、ポリエチレン等の水不溶性ポリマー粉体、水などが挙げられる。
【００３４】
　化粧料組成物のｐＨ（２５℃）は、防腐力の点からｐＨ４～６が好ましい。製剤のｐＨ
は、すべての成分を混合した後に最後にｐＨを確認しながら水酸化カリウム及び／又はク
エン酸等を加えることで、調整できる。ｐＨの測定法は、日本薬局方の一般試験法に定め
られている方法に準拠する。
【００３５】
　本発明の組成物は、その形状や剤型が特に制限されるものではなく、例えば液状、クリ
ーム状、エアゾール状、ポンプスプレータイプ、スプレータイプ、フォーム状、ジェル状
、ワックス状等の各種形状や剤型に調製して利用でき、各剤型の常法に準じて調製するこ
とができる。この場合、本発明の組成物を泡沫生成エアゾール型とする場合に配合する噴
射剤としては、例えば液化石油ガス、ジメチルエーテル、炭酸ガス、窒素ガス等を使用す
ることができる。さらに調製方法は通常の方法を採用し得、具体的には上記成分の中の水
溶性成分と油溶性成分とを別々に溶解混合し、さらにこれらを混合後に、噴射剤を容器に
充填し利用することができる。
【００３６】
　毛髪化粧料の場合は、シャンプー、リンス、トリートメント、ヘアクリーム、ヘアジェ
ル、ヘアフォーム、ヘアウォーター、ヘアワックス等のインバスヘアケア剤、アウトバス
ヘアケア剤として幅広く利用でき、これらを製品の常用量で常法に従って使用することに
よって、頭皮又は毛髪のニオイを効果的に抑えることができる。
　本発明組成物は、特にエアゾールスプレータイプ等のトニック製剤として好適である。
トニック製剤は、例えばエタノール、殺菌剤、抗炎症剤、清涼感付与剤、温感付与剤、ビ
タミンＥ、Ｐ等のビタミン、界面活性剤、色素、香料等を配合して調製される。なお、エ
タノールの含有量は通常、組成全体の５０～９０％である。
　スプレートニック製剤は、エアゾールスプレー用耐圧容器に、化粧料組成物（原液）と
噴射剤とを適宜な割合で充填することにより得ることができる。エアゾールスプレー製品
において使用する噴射剤としては、一般的に用いられている液化石油ガス（ＬＰＧ）やジ
メチルエーテル（ＤＭＥ）などの液化ガス等を使用することができ、通常の割合で混合で
きる。エアゾールスプレー用耐圧容器としては、公知のエアゾールスプレー製品において
用いられているものの中から適宜選択して使用することができる。
【実施例】
【００３７】
　以下、実験例、実施例及び比較例に基づいて本発明を更に具体的に説明するが、本発明
は下記実施例に制限されるものではない。なお、以下の例において「％」は、いずれも「
質量％」を表し、実施例及び比較例記載の成分量は全て純分換算である。また、ｐＨ（２
５℃）はクエン酸と水酸化カリウムで５．０に調整した。ｐＨの測定法は、日本薬局方の
一般試験法に定められている方法に準拠した。
【００３８】
〔実験例〕
　表１に示す植物抽出物について、下記方法で不快臭抑制効果を評価した。結果を表１に
示す。なお、植物抽出物のゼラニウムオイル、クラリーセージオイル、プチグレンオイル
、ユーカリオイル、イランイランオイル、ラベンダーオイル、グレープフルーツオイル、
紅茶抽出液、スターフルーツ抽出液、ジオウ抽出液、ハマメリス抽出液、藍ルーロス抽出
液は、後述の使用原料に記載のものを使用した。
【００３９】
植物抽出物の頭皮臭抑制効果の検討（単体成分）
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（１）実験材料
（ｉ）被検液（植物抽出物）
　表１に示す植物抽出物０．１ｍＬに０．０１モルのリン酸緩衝食塩液（ＰＢＳ）０．９
ｍＬを加えて調製した。
（ｉｉ）菌液
　供試菌として、頭部に数多く存在し、頭皮臭の原因の一つと考えられている嫌気性菌プ
ロピオニバクテリウム　アクネ　ＪＣＭ６４２５（Ｐｒｏｐｉｏｎｉｂａｃｔｅｒｉｕｍ
　ａｃｎｅｓ　ＪＣＭ６４２５、独立行政法人理化学研究所バイオリソースセンターより
購入。）を用いた。供試菌を、変法ＧＡＭ寒天培地「ニッスイ」（日水製薬社製）で３７
℃５日間嫌気培養し、約１０8～１０9個／ｍＬとなるように滅菌生理食塩水で菌縣濁液を
調製し、これを菌液とした。
（ｉｉｉ）トリオレイン（和光純薬工業社製）
　トリオレインは、頭皮を構成する脂質の一種であり、不快臭発生モデル系の基質物質、
即ち頭皮臭発生のメカニズムである頭皮常在菌であるＰ．ａｃｎｅｓが代謝する基質とし
て使用した。
【００４０】
（２）不快臭抑制効果の評価方法
　１５ｍＬ遠沈管に０．１％Ｔｗｅｅｎ２０（ポリオキシエチレン（２０）ソルビタンモ
ノラウレート：Ｐｒｏｍｅｇａ社製）加リン酸緩衝食塩液を４．９ｍＬ分注し、被検液（
コントロールの場合はリン酸緩衝食塩液）５０μＬ、菌液０．２ｍＬ、トリオレイン０．
１ｍＬを添加して、３７℃で５日間嫌気培養し、培養後のニオイ（酸っぱい不快臭）を評
価した。評価は、評価精度の高い専門パネラー１０名で行い、下記の基準に基づいて採点
した。
　評価基準
　　◎；１０名中９名以上が、不快臭が抑えられていると回答
　　○：１０名中７又は８名が、不快臭が抑えられていると回答
　　△：１０名中４～６名が、不快臭が抑えられていると回答
　　×：１０名中３名以下が、不快臭が抑えられていると回答
【００４１】
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【表１】

【００４２】
〔実施例１～３２、比較例１～５〕
　表２～６に示す原液組成の化粧料組成物（エアゾールタイプのスプレートニック）を下
記方法により調製し、下記の評価を実施した。結果を表２～６に示す。使用原料は表９に
示す。
　表２～６に示す割合で各成分をそれぞれ混合し、原液を調製した。得られた原液をエア
ゾール缶（アルミニウム製、満注１０５ｍｌ）に充填し、噴射剤としてジメチルエーテル
（ＤＭＥ）を充填し、エアゾール缶の開口部にプッシュダウンバルブを固着した。エアゾ
ール缶を上下に数回振って、エアゾール組成物を調製した。なお、原液と噴射剤との割合
は６０：４０とした。本エアゾール組成物を約２ｇ使用して、下記の評価を実施した。結
果を表２～６に示す。使用原料は表９に示す。
【００４３】
（１）頭皮臭抑制効果及びその持続性の評価
　頭皮臭の発生が強い２０～３０代の男性３０名を対象に表２～６に示す組成物を通常の
方法で頭皮に使用し、処理直後と、処理後１時間、６時間、１２時間、及び２４時間後の
頭皮臭のなさに関して下記の評価基準に則り評価を行った。
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　評価基準
　　◎　　；「頭皮臭がしない」と答えた者が３０名中２５名以上
　　○～◎；「頭皮臭がしない」と答えた者が３０名中２０～２４名
　　○　　；「頭皮臭がしない」と答えた者が３０名中１５～１９名
　　△　　；「頭皮臭がしない」と答えた者が３０名中１０～１４名
　　×　　；「頭皮臭がしない」と答えた者が１０名未満
【００４４】
（２）基剤臭のなさの評価
　頭皮臭の発生が強い２０～３０代の男性３０名を対象に表に示す組成物を通常の方法で
頭皮に使用し、処理直後の組成物の基剤臭のなさに関して下記の評価基準に則り評価を行
った。なお、ここで基剤臭とは、主に原料に起因する原料基剤臭をいう。
　評価基準
　　◎　　；「基剤臭がしない」と答えた者が３０名中２５名以上
　　○～◎；「基剤臭がしない」と答えた者が３０名中２０～２４名
　　○　　；「基剤臭がしない」と答えた者が３０名中１５～１９名
　　△　　；「基剤臭がしない」と答えた者が３０名中１０～１４名
　　×　　；「基剤臭がしない」と答えた者が１０名未満
【００４５】
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【表２】

【００４６】
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【表３】

【００４７】
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【表４】

【００４８】
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【表５】

【００４９】



(18) JP 5678523 B2 2015.3.4

10

20

30

40

50

【表６】

【００５０】
〔実施例３３～３６〕
　下記組成の化粧料組成物を常法で調製し、頭皮臭又は体臭抑制効果及びその持続性、基
剤臭のなさを評価した。なお、実施例３３、３４のシャンプー、リンスについては、頭皮
臭抑制効果及びその持続性は上記と同様に評価し、実施例３５、３６のボディーソープ、
デオドラント剤については、体臭抑制効果及びその持続性を下記方法で評価した。また、
基剤臭のなさは下記方法で評価した。結果を表７，８に示す。
　本発明は、シャンプー、リンス、ボディーソープ、デオドラント剤等の毛髪洗浄剤、皮
膚洗浄剤などにも適用できることが確認された。
【００５１】
（３）体臭抑制効果及びその持続性の評価
　体臭の発生が強い２０～３０代の男性３０名を対象にボディーソープ又はデオドラント
剤を通常の方法で使用し、処理直後と、処理後１時間、６時間、１２時間、及び２４時間
後の体臭のなさに関して下記の評価基準に則り評価を行った。
　評価基準
　　◎　　；「体臭がしない」と答えた者が３０名中２５名以上
　　○～◎；「体臭がしない」と答えた者が３０名中２０～２４名
　　○　　；「体臭がしない」と答えた者が３０名中１５～１９名
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　　△　　；「体臭がしない」と答えた者が３０名中１０～１４名
　　×　　；「体臭がしない」と答えた者が１０名未満
【００５２】
（４）基剤臭のなさの評価
　頭皮臭の発生が強い２０～３０代の男性３０名を対象にシャンプー、リンス、ボディー
ソープ又はデオドラント剤を通常の方法で使用し、処理直後の組成物の基剤臭のなさに関
して下記の評価基準に則り評価を行った。
評価基準
　　◎　　；「基剤臭がしない」と答えた者が３０名中２５名以上
　　○～◎；「基剤臭がしない」と答えた者が３０名中２０名～２４名
　　○　　；「基剤臭がしない」と答えた者が３０名中１５名～１９名
　　△　　；「基剤臭がしない」と答えた者が３０名中１０～１４名
　　×　　；「基剤臭がしない」と答えた者が１０名未満
【００５３】
〔実施例３３〕シャンプー
（Ｂ）ピロクトンオラミン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
ラウリン酸アミドプロピルベタイン　　　　　　　　　　　　　　　　１３．０
（Ｃ）塩化ベヘニルトリメチルアンモニウム　　　　　　　　　　　　　２．０
ベヘニルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．８
ヒドロキシプロピルメチルセルロース　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
ポリオキシエチレンベヘニルエーテル　　　　　　　　　　　　　　　　０．６
ベントナイト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３
ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０
安息香酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．９
（Ａ）ゼラニウムオイル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３
クエン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残部　
合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００％　
（Ａ）／（Ｂ）＝０．６
【００５４】
〔実施例３４〕リンス
（Ｂ）ピロクトンオラミン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３
（Ｃ）塩化ステアリルトリメチルアンモニウム　　　　　　　　　　　　１．０
セトステアリルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０
ＰＯＥ（５）ステアリルエーテル　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．５
流動パラフィン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．５
シリコーンオイル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
ジグルコシル没食子酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
（Ａ）クラリーセージオイル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残部　　
合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００％
（Ａ）／（Ｂ）＝０．７
【００５５】
〔実施例３５〕ボディーソープ
ラウリン酸アミドプロピルベタイン　　　　　　　　　　　　　　　　１２．０
ヤシ油脂肪酸メチルタウリンナトリウム　　　　　　　　　　　　　　１０．０
ポリオキシエチレンアルキル（Ｅ．Ｏ．１２～１４）スルホコハク酸二ナトリウム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．５
（Ｃ）塩化ステアリルトリメチルアンモニウム　　　　　　　　　　　　０．５



(20) JP 5678523 B2 2015.3.4

10

20

30

40

グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
プロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５．０
安息香酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
（Ａ）クラリーセージオイル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
（Ａ）ゼラニウムオイル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
（Ｂ）イソプロピルメチルフェノール　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
クエン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残部　　
合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００％
（Ａ）／（Ｂ）＝１．５
【００５６】
〔実施例３６〕エアゾール型デオドラント剤
原液組成；
（Ｂ）イソプロピルメチルフェノール　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
（Ｂ）塩化ベンザルコニウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
クロルヒドロキシアルミニウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０．０
酸化亜鉛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．０
無水ケイ酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
マグネシアシリカ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
ジメチルシリコン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０
ＰＯＥ（２０）トリイソステアリン酸グリセリル　　　　　　　　　　１５．０
（Ｃ）ステアリン酸ジメチルアミノプロピルアミド　　　　　　　　　　０．１
（Ａ）ゼラニウムオイル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
ミリスチン酸イソプロピル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残部　
合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００％
噴射剤組成；
液化石油ガス（ＬＰＧ、０．１５ＭＰａ／２０℃）　　　　１００％
原液／噴射剤　　７／９３
（Ａ）／（Ｂ）＝１．０
【００５７】
【表７】

【００５８】
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【００５９】
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【表９】
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